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         特定事業主行動計画  

 

Ⅰ 総 論  

１ 目 的 

   次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）及び女性の職

業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以下

「女性活躍推進法」という。）に基づき、職員が仕事と子育ての両立を図る

ことができるよう、また、子育て中の職員だけでなく全職員が自分のライ

フステージに合わせて「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

のとれた職場環境づくりを目指すため、本行動計画を次の任命権者が連名

で策定し、公表することとする。 

   国富町長、国富町教育委員会、国富町選挙管理委員会、国富町監査委員、 

   国富町公平委員会、国富町農業委員会、国富町議会議長 

 

 ２ 計画期間 

計画期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。 

 

３ 計画の推進体制 

  ⑴ 次世代育成支援対策の効果的な推進及び女性の活躍推進を図るため、

事務局を総務課内に置く。 

  ⑵ 事務局は、次世代育成支援対策及び女性の活躍推進対策に関し、管理

職や職員に対する研修、講習及び情報提供等を行う。 

  ⑶ 事務局は、仕事と子育ての両立についての相談・情報提供等を行う。 

  ⑷ 事務局は、啓発資料の作成・配布及び研修・講習の実施等により、行

動計画の内容を周知徹底する。 

  ⑸ 本計画の実施状況については、年度ごとに事務局において把握した結

果や職員のニーズを踏まえて、その後の対策の実施や計画の見直し等を

図る。 

  ⑹ 職員の仕事と子育ての両立を目指し、各所属において、着実な取り組 

みが実施されるよう管理職員が本計画を積極的に推進するものとする。 
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Ⅱ 具体的な内容  

 １  仕事と家庭の両立ができる職場環境づくり 

    ⑴  妊娠中及び出産後における配慮 

① 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている休暇等の制度

について周知徹底を図る。 

② 出産費用の給付等の経済的支援措置について周知徹底を図る。 

③ 妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担の見直しを行う。 

④ 妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じ、超過勤務を原則とし

て命じないこととする。 

⑤ 妊娠中の職員のための通勤用駐車場の確保に配慮する。 

⑥ 配偶者が流産・死産をした職員に対しては、配偶者への支援のため、

休暇を取得しやすいよう、必要に応じて声かけを行うなどの環境づく

りに努める。 

 

⑵  育児休暇を取得しやすい環境の整備等 

① 育児休業及び部分休業制度の周知 

ア 育児休業等に関する資料を各課に通知・配布し、制度の周知を図

るとともに、特に男性職員の育児休業、育児時間休暇（１日１時間）

等の取得促進について、周知徹底を図る。 

    イ 育児休業Ｑ＆Ａ等を作成し、育児休業の取得手続や経済的な情報

提供を行う。 

    ウ 妊娠を申し出た職員又はこれから取得する可能性のある男性職員

に対し、個別に育児休業等の制度・手続について説明を行う。 

エ 研修等において、育児休業制度等の説明を行う。 

② 育児休業等体験談等に関する情報提供 

育児休業等経験者の体験談や育児休業を取得しやすい職場環境づく

りの取組例をまとめ、職員に情報提供を行う。 

③ 育児休業及び部分休業を取得しやすい雰囲気の醸成 

ア 育児休業の取得の申出があった場合、事例ごとに当該部署におい

て業務分担の見直しを行う。 

イ 幹部会の場において、事務局から定期的に育児休業等の制度の趣

旨を徹底させ、職場の意識改革を行う。 

ウ 育児休業中の職員の業務を代替する職員が長時間労働等により心

身の健康の不調が生じないよう、適正な勤務管理をするなど、当該

職員について配慮を行う。 

エ 職員の妊娠や育児休業等の取得に関する否定的な言動は、妊娠や
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育児休業等の取得を阻害することから、妊娠、出産、育児又は介護

に関するハラスメント（いわゆるマタニティ・ハラスメント等）の

防止について意識啓発を図る。 

④  育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

ア 育児休業中の職員に対して、休業期間中の職場内の情報や必要な

情報を提供する。 

イ 復帰時において、業務の最新の情報を説明するとともに、必要な

研修等を実施する。 

⑤ 育児休業に伴う臨時的任用制度の活用 

     育児休業中の職員の業務を遂行することが困難なときは、臨時的任

用制度の活用による適切な代替要員の確保を図る。 

⑥  その他 

 育児中の職員のための通勤用駐車場については、できるだけ勤務地 

に近い場所を確保する。 

 

  ⑶ 子育てしやすい環境づくり 

   ① 職員個々の事情に合わせた柔軟な働き方を実現するため、育児のた

めの早出遅出勤務制度の更なる推進を図る。 

   ② 次に掲げる特別休暇の更なる取得の推進を図る。 

    ア 職員の妻の出産時における特別休暇 

    イ 育児に参加する場合における特別休暇 

    ウ 子どもの看護等を行うための特別休暇 

 

目標達成年度：令和１２年度 

以上のような取組を通じて、育児休業等の取得率を男性は８５％、  

女性は引き続き１００％を目指す。 

 

２ 働き方（勤務環境）の改善 

⑴  超過勤務の縮減 

① 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び超

過勤務の制限の制度の周知 

ア 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び

超過勤務を制限する制度について周知徹底を図る。 

②  一斉定時退庁日等の実施 

 ア  定時退庁日を設定し、電子メール等により注意喚起を図るととも

に、管理職員等による定時退庁の率先垂範を行う。 

イ 事務局の巡回指導による定時退庁の実施徹底を図る。 
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ウ 定時退庁ができない職員が多い部署を事務局が把握し、管理職員

等への指導の徹底を図る。 

エ 勤務時間にメリハリをつけるため、庁内一斉放送で勤務開始  

時刻・終了時刻にチャイムを鳴らす。 

③  事務の簡素合理化の推進 

ア 新たに事業等を実施する場合には、目的、効果、必要性等につい

て十分検討のうえ実施し、併せて、既存の事業等との関係を整理し、

代替的に廃止できるものは廃止する。 

イ 会議・打合せについては、極力、電子メール、電子掲示板を活用

する。 

ウ 定例・恒常的業務に係る事務処理のマニュアル化を図る。 

エ 職員は、日頃から迅速な業務処理を心がけるとともに、常にコス 

ト意識を持ち、必要性が低下した事務処理の廃止や簡素・効率化に 

取り組み、管理職員が人事評価においてその取組状況を適切に評価 

する。 

    オ ＡＩやＲＰＡ等のＩＣＴを活用した業務の効率化やタブレット 

端末の活用、テレビ会議システムの利便性の向上による利用拡大な 

どの業務改革を推進する。 

④  超過勤務の縮減のための意識啓発等 

ア 超過勤務の多い部署には課長からヒアリングを行った上で、注意

喚起を行う。 

イ 超過勤務縮減の取組の重要性について、超過勤務縮減キャンペー

ン週間等の実施を通じて管理職を含む職員への意識啓発を図る。 

⑤  その他 

ア 超過勤務の多い職員に対する健康診断の実施等健康面における配

慮を充実させる。 

 

目標達成年度：令和１２年度 

以上のような取組を通じて、各職員の公務能率の向上と時間外勤務の縮 

減に努める。 

  

⑵  休暇取得の促進 

   ①  年次休暇の取得の促進 

ア 各課内の業務計画を各職員が共有し、職員の計画的な年次休暇の

促進を図る。 

イ 年間を通して計画的な年次休暇の取得を指導する。 

ウ 安心して職員が年次休暇の取得ができるよう、事務処理において

相互応援ができる体制を整備する。 
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エ 事務局及び管理職員は、職員の年次休暇の取得状況を把握すると

ともに、職員の半期ごとの休暇実績をとりまとめて職員に個別に周

知し、取得率が低い職員には年次休暇の取得を指導する。 

②  連続休暇等の取得の促進 

ア 子どもの予防接種実施日や授業参観日等における休暇の取得促進

を図る。 

イ 国民の祝日や夏季休暇とあわせた年次休暇の取得促進を図る。 

ウ ゴールデンウイークやお盆の期間中における公式行事はできるだ

け行わない。 

エ ６月から１０月の期間においては、夏季休暇（３日間）の確実な

取得を図る。 

 

目標達成年度：令和１２年度 

以上のような取組を通じて、職員１人当たりの年次有給休暇の取得目標 

を１３日とする。また、毎年度の夏季休暇取得率を１００％とする。 

 

  ⑶ テレワークや時差出勤等による柔軟な働き方の推進 

    職員個々の事情に合わせた柔軟な働き方を実現するため、テレワーク

の導入、時差出勤制度の拡大等について検討する。 

 

３ 女性の活躍推進  

⑴ 女性採用の拡大と目標 

    令和３年度から令和７年度（５年間）における女性職員採用比率 

 新規採用者数 採用者に占める

女性職員比率 男性 女性 

常勤職員 １７人 ８人 ３２％ 

    新規採用における女性採用比率は、常勤職員については、採用募集職

種に応じて女性採用比率が変動するものの、平成２８年度から令和２年

度までの３３％から３２％（５年間の平均）と１ポイント低下している。 

 

令和７年度における女性職員比率 

 職員数 職員数に占める

女性職員比率 男性 女性 

常勤職員 １０４人 ４８人 ３２％ 

会計年度任用職員 ２０人 ７１人 ７８％ 
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令和２年度における女性職員比率（参考） 

 職員数 職員数に占める

女性職員比率 男性 女性 

常勤職員 １０７人 ４４人 ２９％ 

会計年度任用職員 １８人 ６６人 ７９％ 

    令和７年度の職員数（１５２人）における女性職員比率は、常勤職員

が３２％で調査以前から比べると３ポイント上昇している。会計年度任

用職員では、７８％で調査以前から非常に高い比率となっている。 

   ① 人物本位の選考による意欲と能力のある有為な女性の採用に努める。     

   ② 知識・経験を蓄積した女性の出産・育児等による離職を防ぐため、

継続雇用の促進を図る。 

   ③ 非常勤職員を含め、育児等を理由に中途退職する女性職員で復職意

欲のある者については、連絡先の把握や再雇用情報の提供を行う。 

 

目標達成年度：令和１２年度 

以上のような取組を通じて、常勤職員については、引き続き女性職員比

率３３％、会計年度任用職員については、引き続き概ね８０％を目指す。 

 

⑵ 女性管理職員を増やす取組み 

    令和７年度における各役職段階における女性割合 

 役職段階別職員数（単位：人） 役職段階に占め

る女性職員比率 男性 女性 

課長 １５ １ ６．３％ 

課長補佐 １６ ０ ０．０％ 

主幹及び係長 １９ ６ ２４．０％ 

 

令和２年度における各役職段階における女性割合（参考） 

 役職段階別職員数（単位：人） 役職段階に占め

る女性職員比率 男性 女性 

課長 １５ １ ６．３％ 

課長補佐 １３ １ ７．１％ 

主幹及び係長 ２４ ２ ７．７％ 

各役職段階における女性職員の割合は、課長、課長補佐、主幹及び係 

長においては、令和２年度には各役職段階平均で７．１％であったが、 

令和７年度には１２．３％と増加した。 

   ① 女性職員の積極的な登用を図るため、職員の意欲と能力の把握に努

める。 
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   ② 女性職員の能力を十分発揮できるよう適材適所の人事配置に努め、

女性職員の職域の拡大と幅広い職務を経験できるよう配慮する。 

  

⑶ 男女の継続勤務年数の差異について 

    令和７年度における継続勤務年数の差異 

常勤職員 
男性平均 １８．８年 男女差 

０．７年 女性平均 １８．１年 

  

    令和２年度における継続勤務年数の差異（参考） 

常勤職員 
男性平均 ２０．２年 男女差 

２．２年 女性平均 １８．０年 

    継続勤務年数については、女性職員の採用が以前と比べ増加しており、

差が縮まってきている状況にある。 

   ① 常勤職員での更なる女性職員採用の推進を図り、引き続き男女の勤

務年数の差が減少するように努める。 

 

目標達成年度：令和１２年度 

以上のような取組を通じて、課長、課長補佐、主幹及び係長の役職段階

における女性職員比率平均１５％を目指す。 

 

⑷ 女性職員が働きやすい職場環境づくり 

   ① 女性用トイレ等を十分に確保するなど、より一層の女性職員に配慮

した執務環境の整備を図る。           

   ② 職場におけるヘルスリテラシーの向上を図り、女性の健康上の特性

に配慮した特別休暇等の更なる周知を図る。                     

   ③ 女性が健康上の課題を相談しやすい体制を整備するため、事務局に

女性相談員を置く。 

 

  ⑸ 固定的な性別役割分担意識等の是正やハラスメント防止のための取組 

   み 

   ① 管理職員への研修等を通じた意識啓発を行うとともに、管理職員に 

よる相談、情報提供を行う。 

   ② 職員に対し、固定的な性別役割分担意識等の是正のため、職場研修 

を通じた意識啓発を行う。  

   ③ ハラスメントの防止等に関する要綱や研修等による職員への十分な 

周知や職場点検の実施により、ハラスメントが起きない組織風土づく 

りに努めるとともに、相談窓口を周知し、万が一発生した際には、迅 
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速かつ適切な対応を徹底する。 

４ 取組の実施 

前記「Ⅱ 具体的な取組」については、特に実施時期、目標達成年度及

び研究期間を付記しない限り令和８年度から（一部は平成２８年度から引

き続き）実施（又は着手）するものとする。 

 

５ 計画の取組結果等の検証・公表 

各年度の取組状況や目標に対する実績等を把握し、その結果を次年度以

降の取り組みに反映させるとともに、ホームページを通じて翌年度中に公

表する。 

 

 


